
◎在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員

の給与に関する法律の一部を改正する法律 
（平成一九年三月三一日法律第一二号）   

一、提案理由（平成一九年三月一四日・衆議院外務委員会） 

○麻生国務大臣 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に

勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明をさせ

ていただきます。 

 改正の第一は、新たに外交関係を開設したモナコに兼館としての在モナコ日本国大使

館の新設を行うことであります。 

 改正の第二は、セルビア・モンテネグロからモンテネグロが独立し、また、セルビア

がセルビア・モンテネグロを継承したことに伴い、在セルビア・モンテネグロ日本国大

使館の名称及び位置の国名を変更するとともに、モンテネグロに兼館としての在モンテ

ネグロ日本国大使館を新設することであります。 

 改正の第三は、在ニューオリンズ日本国総領事館の廃止を行うことであります。 

 改正の第四は、新設公館（在モナコ日本国大使館及び在モンテネグロ日本国大使館）

に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めるとともに、既設の在外公館に勤

務する外務公務員の在勤基本手当の基準額等を改定することであります。 

 以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額等の改定につきましては、平成十九年

度予算案と一致させて行うため、四月一日から実施する必要があります。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 

 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

二、衆議院外務委員長報告（平成一九年三月二〇日） 

○山口泰明君 

……………（略）…………… 

 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公

務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、外務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、昨年十二月の我が国とモナコ公国との外交関係の開設、外務省における組織

の合理化及び海外における物価、為替の変動等の諸事情を踏まえ、大使館の新設や在外

基本手当の基準額の改定等、所要の改正を行うものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、在モナコ及び在モンテネグロの各日本国大使館を新設するとともに、これら

の大使館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、 

 第二に、在セルビア・モンテネグロ日本国大使館の名称及び位置の国名をそれぞれ在

セルビア日本国大使館及びセルビアに改めること、 

 第三に、在ニューオリンズ日本国総領事館を廃止すること、 



 第四に、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額及び研修員手

当の支給額を改定すること 

等であります。 

 本案は、三月九日外務委員会に付託され、十四日麻生外務大臣から提案理由の説明を

聴取し、十六日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、全会一致をもって原案の

とおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年三月一六日） 

 解決への目途が見えない北朝鮮やイランの核問題、混迷し続けるイラク情勢等、国際

情勢は不透明さを増しており、これら問題解決の遅れは更なる地域の不安定化を招来す

ることになる。今、我が国に求められるのは国益を踏まえつつ、国際社会との協力・連

携の下、これら諸問題に毅然と対応する外交力である。そのためにも、我が国外交を担

う外務省の体制強化と危機管理体制の抜本的改革が急がれる。他方、今日、我が国経済

は回復基調にあるものの、財政事情は依然として厳しく、国家公務員定員純減に向けた

取組みの着実なる実施が求められている。外務省においては組織改革や手当の見直しに

際し、こうした国内事情を重く受け止めるとともに、とりわけ外務公務員の手当に向け

られる国民の声に真摯に応えていく必要がある。これらを踏まえ、政府は、本法の施行

に当たり、次の事項について検討の上、適切な措置を講ずるべきである。 

一 外務省においては、国際社会の諸問題に的確に対応し、国益を重視した外交を遂行

するため、外交体制強化に向けた組織改革を不断に推し進めること。 

一 我が国外交の最前線基地である在外公館等の新設に関しては、我が国の国益と相手

国との相互主義の原則等を踏まえ、戦略的にその増強・整備に当たること。 

一 在外公館においては、大規模自然災害や犯罪・テロ等の緊急事態における在外邦人

に対する迅速かつきめ細やかな支援を可能とするため、危機管理体制の機能拡充に努め

ること。 

一 情報の収集・分析体制の強化のため、情報収集等に要する経費の充実及び人材の確

保に努めること。 

一 我が国の厳しい財政事情を厳粛に受けとめ、在外公館に関わる予算の効率性・透明

性を高めるとともに、その執行に当たっては、適切な支出が図られるよう具体的な措置

を講じること。 

一 在勤手当については、国内の財政状況や外交活動を推進する上での必要性を踏まえ、

民間企業、諸外国の外交官の給与・手当の水準及び各任地の事情に鑑み、為替・物価等

の変動が反映される形で客観的に算出されることにより、必要に応じて在勤手当全般に

わたる内容の見直しを行うこと。 

一 在外公館における監査・査察体制の一層の強化を図ること。 



 右決議する。 

三、参議院外交防衛委員長報告（平成一九年三月二九日） 

○田浦直君 ただいま議題となりました在外公館の名称位置・給与法の一部を改正する

法律案につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、在モナコ及び在モンテネグロの各日本国大使館を新設すること、在ニュ

ーオリンズ日本国総領事館を廃止すること、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在

勤基本手当の基準額を改定すること等について定めるものであります。 

 委員会におきましては、外交力強化に向けた在外公館の増設と人材の育成、大使を含

めた在外職員への民間人などの登用等につきまして質疑が行われましたが、詳細は会議

録によって御承知願います。 

 質疑を終え、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと

決定をいたしました。 

 なお、本法律案に対し、外交体制強化に向けた組織改革の推進、国際機関の邦人職員

の増強と外部の人材の積極的活用等に関する八項目から成る附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年三月二九日） 

 今日、国際情勢が不透明さを増している中、我が国に求められるのは国益を踏まえつ

つ、国際社会との協力・連携の下、国際的諸課題に毅然と対応する外交力であり、その

ためにも我が国外交を担う外務省の体制強化と危機管理体制の抜本的改革が急がれる。

他方、我が国の財政事情は依然として厳しく、外務省においては組織改革や手当の見直

しに際し、こうした国内事情を重く受け止め、とりわけ外務公務員の手当に向けられる

国民の声に真摯に応えていく必要がある。 

 これらを踏まえ、政府は本法の施行に当たり、次の事項について検討の上、適切な措

置を講ずるべきである。 

一、外務省においては、国際社会の諸問題に的確に対応し、国益を重視した外交を遂行

するため、外交体制強化に向けた組織改革を不断に推し進めること。 

二、国際機関における幹部職員を含め邦人職員の増強に向けて国際社会に通用する人材

の一層の育成を図るとともに、援助や平和構築など様々な分野において高級幹部も含め

外部の人材の積極的活用を図ること。 

三、我が国外交の最前線基地である在外公館等の新設に関しては、我が国の国益と相手

国との相互主義の原則等を踏まえ、戦略的にその増強・整備に当たること。 

四、在外公館においては、大規模自然災害や犯罪・テロ等の緊急事態における在外邦人

に対する迅速かつきめ細やかな支援を可能とするため、危機管理体制の機能拡充に努め

ること。 

五、情報の収集・分析体制の強化のため、情報収集等に要する経費の充実及び人材の確

保に努めること。 



六、我が国の厳しい財政事情を厳粛に受け止め、在外公館に関わる予算の効率性・透明

性を高めるとともに、その執行に当たっては、適切な支出が図られるよう具体的な措置

を講ずること。 

七、在勤手当については、国内の財政状況や外交活動を推進する上での必要性を踏まえ、

民間企業、諸外国の外交官の給与・手当の水準及び各任地の事情にかんがみ、為替・物

価等の変動が反映される形で客観的に算出されることにより、必要に応じて在勤手当全

般にわたる内容の見直しを行うこと。 

八、在外公館における監査・査察体制の一層の強化を図ること。 

  右決議する。 


